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巻末資料 

資料１ 災害廃棄物等の発生量の推計方法 

１ 損壊家屋等の撤去等に伴い生じる災害廃棄物の発生量の推計方法 

（1）推計式 

災害廃棄物発生量｜全体 ＝ 単位面積当たり廃棄物量〔t/m2〕 × 建物平均延床面積〔m2/棟〕 

× 解体棟数（＝全壊棟数+半壊棟数×1/2）〔棟〕 

災害廃棄物発生量｜種類別 ＝ 損壊家屋等の撤去等に伴う災害廃棄物の発生量〔t〕 

× 各災害廃棄物組成〔％〕 

 

（2）設定数値 

・単位面積当たり廃棄物量〔t/m2〕 

旧長岡市 0.47 

小千谷市 0.44 

見附市 0.36 

川口町 0.42 

単位面積当たり廃棄物量〔t/m2〕（平均） 0.42 

出典：「平成 17 年度大規模災害時の建設廃棄物等の有効利用及び適正処理方策検討調査報告書」 

（平成 18年３月、環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課） 

 

・建物平均延床面積〔m2/棟〕148.08 

出典：「平成 30年住宅・土地統計調査」の第 226-2表中”１住宅当たり延べ面積”を参照 

 

・解体棟数〔棟〕8,715 

出典：「糸魚川市地域防災計画 平成 25年 7月 被害の想定 内陸の地震（直下型地震）」 

 

・損壊家屋等の撤去等に伴う災害廃棄物の発生量〔t〕＝0.42〔ｔ/㎡〕（単位面積当たり廃棄物

量）×148.08〔㎡/棟〕（建物平均延床面積）×8715.0〔棟〕（解体棟数）＝545,244ｔ 

 

・各災害廃棄物組成〔％〕 

 

出典：「平成 17 年度大規模災害時の建設廃棄物等の有効利用及び適正処理方策検討調査報告書」（平成 18 年３月、

環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課）新潟県中越沖地震における災害廃棄物の組成より算出 

旧長岡市 小千谷市 見附市
川口町

(旧川口町)
合計

がれき類 56.9 56.2 50.1 56.9 56.5

木くず 23.3 26.6 30.1 25.1 25.1

瓦・投棄・ガラス・タイル 5.8 5.5 6.8 2.0 5.0

金属くず 1.3 2.5 1.6 3.3 2.1

石膏ボード 2.0 3.8 1.4 3.1 2.8

廃プラスチック 0.9 0.2 0.4 0.9 0.6

畳 0.9 1.9 0.9 0.7 1.2

可燃残渣 0.6 0.0 0.3 0.1 0.3

不燃残渣 8.3 0.0 5.6 7.9 5.1

その他残渣 0.0 3.3 2.8 0.0 1.3
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・がれき類 ＝545,244 〔t〕×56.5 〔％〕÷100＝  308,064〔t〕 

・木くず＝545,244〔t〕×25.1〔％〕÷100＝   136,856〔t〕 

・瓦・投棄・ガラス・タイル＝545,244〔t〕×5.0％÷100＝  27,262〔t〕 

・金属くず＝545,244〔t〕×2.1〔％〕÷100＝   11,450〔t〕 

・石膏ボード＝545,244〔t〕×2.8〔％〕÷100＝   15,267〔t〕 

・廃プラスチック＝545,244〔t〕×0.6〔％〕÷100＝    3,271〔t〕 

・畳＝545,244〔t〕×1.2〔％〕÷100 ＝     6,543〔t〕 

・可燃残渣＝545,244〔t〕×0.3〔％〕÷100＝    1,636〔t〕 

・不燃残渣＝545,244〔t〕×5.1〔％〕÷100＝   27,807〔t〕 

・その他残渣＝545,244〔t〕×1.3〔％〕÷100＝    7,088〔t〕 

 

※解体棟数には焼失によるものは見込んでいないため焼失家屋が発生した場合はごみの性状が

異なるのでリサイクルされる量は減量する。 

 

〔参考〕糸魚川市駅北大火 災害廃棄物処理実績 

 

出典：「糸魚川市大規模火災における災害廃棄物処理の記録、平成 30年３月、環境省関東地方環境事務所 糸魚川市」 

 

（3）推計結果 

○ 損壊家屋等の撤去等に伴い生じる廃棄物が約 545,244トン発生する。これは平時の一般廃棄

物排出量（約 15,743トン）の約 35年分（令和元年度比）となる。 

○ 「瓦・陶器・ガラス・タイル」の発生量は約 27,262 トンであり、平時の不燃物排出量（約

918トン）の約 30年分（令和元年度比）となるため、最終処分場等の処理先が逼迫すること

が想定される。 

○ 「がれき類」は市内全域で約 308,06４トン発生するため、再生利用及び処理が課題となる。 
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巻末図表１ 災害廃棄物の発生量の推計結果 

 

単位：トン 

がれき類 木くず 瓦･陶器･ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ 金属くず 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

308,064 136,856 27,262 11,450 15,267 3,271 

畳 可燃残渣 不燃残渣 その他残渣 合計 

6,543 1,636 27,807 7,088 545,244 

 

 

２ 片付けごみの発生量の推計方法 

 

（1）推計式 

片付けごみの発生量 ＝ 損壊家屋等の撤去等に伴う災害廃棄物の発生量〔t〕 × （15÷85） 

 

（2）設定数値 

・損壊家屋等の撤去等に伴う災害廃棄物の発生量〔t〕＝0.42〔ｔ/㎡〕（単位面積当たり廃棄物

量）×148.08〔㎡/棟〕（建物平均延床面積）×8715.0〔棟〕（解体棟数）＝545,244ｔ 

 

＜平成 28年熊本地震の実績を踏まえた災害廃棄物発生量（総量）の内訳 〔単位：％〕＞ 

災害廃棄物発生量（総量） 100 

損壊家屋等の撤去等に伴う災害廃棄物の発生量 85 

片付けごみの発生量 15 

 

  片付けごみの発生量＝545,244ｔ×（15÷85）＝96,220ｔ（小数点以下四捨五入） 

出典：「熊本地震による被害の実態及び災害廃棄物処理の現状と課題（平成 29年 7月 26日、熊本県）」 

 

（3）推計結果 

○ 片付けごみを粗大ごみと想定すると、粗大ごみが約 9.6万トン発生する。粗大ごみは平時の

発生量（約 875トン）に比べて約 110倍増となるため、その円滑かつ迅速な処理が課題とな

る。 

○ 片付けごみは発災直後や避難者の帰宅等の時期に集中的に排出されることが想定されるた

め、仮置き・収集運搬方法に留意する必要がある。 

 

 

３ 避難所ごみの発生量の推計方法 

（1）推計式 

避難所ごみ発生量 ＝ 避難者数（人） × 発生原単位（トン／人・日） 
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（2）設定数値 

・避難者数（人）21,003＝（全壊棟数 8,715×2.41人（1世帯あたりの人口）） 

    1世帯あたりの人口は令和 2年 3月末現在の世帯数 17,333戸、人口 41,783人から算出 

     出典：「糸魚川市人口及び世帯表 令和２年３月末現在」 

※上記により算出をしているが、実際の災害の状況によっては前後する。 

※避難者数は、「初動期（３日後）」の数値。 

   ・発生原単位（トン／人・日） 836.5（ｇ/人・日） 

出典：「令和元年度 糸魚川市ごみ処理状況」 

 

巻末図表２ 市民１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（粗大ごみを除く） 

 

 令和元（平成 31）年度 

総人口（人） 42,590 

家庭系ごみ排出量（トン/年） 12,146 

市民１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（トン/人・年） 0.29 

※注）粗大ごみ以外の家庭系ごみを対象とし、令和元（平成 31）年度の収集実績をもとに設定 

 

（3）推計結果 

○ 避難所ごみが発災１日後で 1日約 17.6トン発生する。平時の家庭系ごみ（粗大ごみを除く）

の排出量（約 0.29トン）に比べると約 60.7倍程度である。 

 

巻末図表３ 避難所ごみの発生量の推計結果 

 

避難所ごみの発生量（トン） 
17.6 

初動期（発災から３日後） 

 

 

４ し尿の発生量の推計方法 

（1）推計式 

し尿収集必要量  

＝ 災害時におけるし尿収集必要人数 × 1人 1日平均排出量 

＝（①仮設トイレ必要人数 ＋ ②非水洗化区域し尿収集人口）× 1人 1日平均排出量 

① 仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

断水による仮設トイレ必要人数 

＝（水洗化人口－避難者数×（水洗化人口／総人口））×上水道支障率×1／2 

② 非水洗化区域し尿収集人口 ＝ 汲取人口 － 避難者数 ×（汲取人口 ／ 総人口） 
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（2）設定数値 

・仮設トイレ必要人数（人）21,003＝（全壊棟数 8,715×2.41人（1世帯あたりの人口）） 

    1世帯あたりの人口は令和 2年 3月末現在の世帯数 17,333戸、人口 41,783人から算出 

    出典：「糸魚川市人口及び世帯表 令和２年３月末現在」 

    ※上記により算出をしているが、実際の災害の状況によっては前後する。 

    ※避難者数は、「初動期（３日後）」の数値。 

 

・非水洗化区域し尿収集人口（人）1,485 

出典：「令和２年度糸魚川市生活排水処理実施計画 令和 2年 4月 1日」 

 

・水洗化人口（人）39,659 

出典：「令和２年度糸魚川市生活排水処理実施計画 令和 2年 4月 1日」 

    

・総人口（人）42,590 

出典：「令和２年度糸魚川市生活排水処理実施計画 令和 2年 4月 1日」 

 

・上水道支障率（%）0.0 

出典：「災害廃棄物発生量推計 令和２年８月」 

※上水道支障率は見込んでいないが、配管等に支障があった場合、水洗トイレが使用できな

いため一部は生し尿として排出されることが見込まれる。 

 

・汲取人口（人）2,931 

出典：「令和２年度糸魚川市生活排水処理実施計画 令和 2年 4月 1日」 

 

（3）推計結果 

○ し尿収集必要量が発災３日後で約 38.2ｋL/日発生する。これは、平時のし尿処理量（約 3.9

ｋL/日）に比べて約 10倍となるため、その円滑かつ迅速な処理が課題となる。 

○ 発災直後は、断水や避難者の集中により仮設トイレが不足する可能性が高い。 

○ し尿収集はバキュームカー等の専用車両で行うため、車両台数の不足や平時と異なる収集運

搬ルート等が課題となる。 

 

 

 

巻末図表４ し尿収集必要量の推計結果 

 

し尿収集必要量（ｋL/日） 
38.2 

初動期（発災から３日後） 
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資料２ 災害廃棄物の処理可能量の推計方法 

 

１ 焼却施設 

（1）推計式 

災害廃棄物の処理可能量 ＝  

災害廃棄物を見込んだ場合 必要処理能力＝45.4ｔ/日＋（45.4×5%）＝47.7≒48ｔ/日 

出典：「糸魚川市ごみ処理施設基本設計、平成 27年度 環境生活課」 

 

（2）設定数値 

・計画年間日平均処理量＝12,201ｔ/年÷365日 

          ＝33.4ｔ/日 

出典：「糸魚川市ごみ処理施設基本設計、平成 27年度 環境生活課」 

 

・必要処理能力＝計画年間日平均処理量（ｔ/日）÷実稼働率÷調整稼働率 

      ＝33.4÷0.767÷0.96 ＝45.4ｔ/日 

出典：「糸魚川市ごみ処理施設基本設計、平成 27年度 環境生活課」 

 

（3）推計結果 

○ 災害廃棄物の処理可能量の推計結果は図表７に示すとおりである。 

○ 本編の図表１－８に示したとおり、可燃物の発生量は約 9,814トンであることから、処理期

間を３年とした場合、既存の公共の焼却施設だけでは処理量が不足することが想定される。 

 

巻末図表５ 焼却施設の災害廃棄物の処理可能量 

 

施設名称 処理可能量（トン/年） 

糸魚川市清掃センターごみ処理施設 1,062 

 

資料３ 一次仮置場の必要面積の算定方法 

  

一次仮置場の必要面積は、「処理スケジュールを考慮した面積の算定方法」を用いて算定した。 

 「処理スケジュールを考慮した面積の算定方法」とは、想定する処理スケジュールに基づく災害

廃棄物の仮置場への搬入量及び仮置場からの搬出量から仮置量を推計して必要面積を算定する方法

である。すなわち、仮置場では災害廃棄物の搬入と搬出が並行して行われることから、搬入量と搬

出量の差に相当する量を保管できる面積として求めるという考え方である。仮置場における災害廃

棄物の搬入・搬出を考慮した方法であり、より実態に近い必要面積の算定を行う方法である。 
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（1）必要面積の算定式 

面 積＝仮置量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

仮置量＝災害廃棄物の搬入量－搬出量 

搬入量     ：搬入スケジュールに基づき設定 

搬出量     ：搬出スケジュールに基づき設定 

見かけ比重   ：可燃物 0.4（ｔ/m3）、不燃物 1.1（ｔ/m3） 

積み上げ高さ  ：５ｍ以下が望ましい。 

※コンクリートがらや土砂等、５ｍ以上積み上げても火災発生のリスク

が少ない種類については、積み上げ高さを個別に設定してもよい。 

作業スペース割合：100％ 

 

（2）必要面積の算定手順 

仮置場の必要面積は、「①搬入量の設定」⇒「②搬出量の設定」⇒「③仮置量の算定」⇒「④

必要面積の算定」の手順で算定した。 

 

 

 

① 搬入量の設定 

     
 

【搬入スケジュールの検討】 

○ 片付けごみの搬入開始時期や終了時期、建物撤去（必要に応じて解体）の開始時期や終了時

期を設定した。 

 

設定した搬入スケジュール 

○ 発災直後から片付けごみの排出が開始され、４ヵ月後で終了する計画とした。 

○ 発災５ヵ月目から本格的に建物撤去（必要に応じて解体）を開始する計画とした。 

○ 発災から 24ヵ月で建物撤去（必要に応じて解体）を概ね終了する計画とした。 

 

【搬入量の設定】 

○ 上記で設定した搬入スケジュールに基づき、片付けごみ・解体がれきの発生量（可燃物、不

燃物）をそれぞれの搬入期間で除することで、月毎の搬入量を算定した。また後段で仮置量

を算定するために累積搬入量を算定した。片付けごみや解体がれきの搬入量を日毎・月毎に

予測することができれば、より実態に近い必要面積の算定が可能となるが、発災前や発災直

後から日毎・月毎の搬入量を予測することは難しい。そのため、ここでは毎月、均等に災害

廃棄物が仮置場へ搬入される（片付けごみは発災３ヶ月目から４ヵ月後まで、解体がれきは

④必要面積の算定③仮置量の算定②搬出量の設定①搬入量の設定

搬入スケジュール（災
害廃棄物の撤去スケ
ジュール）の検討

搬入量の
設定

搬出スケジュールの
検討

搬出量の
設定

仮置量の
算定

必要面積の
算定

④必要面積の算定③仮置量の算定②搬出量の設定①搬入量の設定

搬入スケジュール（災
害廃棄物の撤去スケ
ジュール）の検討

搬入量の
設定

搬出スケジュールの
検討

搬出量の
設定

仮置量の
算定

必要面積の
算定
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発災５ヶ月目から 24ヶ月目まで均等に搬入される）ものと仮定して搬入量を設定した。 

 

 

巻末図表６ 搬入される災害廃棄物 

 

区分 災害廃棄物の種類 発生量（トン） 

損壊家屋等の撤去等に伴い生

じる廃棄物 

可燃物 廃プラスチック 3,271 

畳 6,543 

木くず 136,856 

不燃物 がれき類 308,064 

瓦・陶器・ガラス・タイル 27,262 

金属くず 11,450 

石膏ボード 15,267 

可燃残渣 1,636 

不燃残渣 27,807 

その他残渣 7,088 

片付けごみ 可燃物 23,093 

不燃物 73,127 

合計 可燃物 169,763 

不燃物 471,701 

      ※損壊家屋等の撤去等に伴い生じる廃棄物には、片付けごみは含まない。 

 

※）片付けごみの可燃物・不燃物の割合の設定根拠 

「熊本地震による被害の実態及び災害廃棄物処理の現状と課題」（平成 29年７月 26日、熊本県）に

掲載されている情報（下表）より、片付けごみの可燃物（木くず、可燃物）は約 24％（＝（45+68）

/471×100）と、不燃物は約 76％と設定した。 

 

 

  出典：「熊本地震による被害の実態及び災害廃棄物処理の現状と課題」（平成 29年７月 26日、熊本県） 

巻末図表８ 片付けごみの可燃物・不燃物の割合の設定根拠  
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設定した搬入量 

 

巻末図表７ 月別搬入量（可燃物） 

 

  

 

 

 

 

 

  

巻末図表 8 月別搬入量（不燃物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末図表 9 累積搬入量（可燃物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末図表 10 累積搬入量（不燃物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体がれき 

片付けごみ 

解体がれき 
片付けごみ 
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② 搬出量の設定 

    
 

【搬出スケジュールの検討】 

○ 二次仮置場の設置時期や処理先への搬出スケジュールを設定した。 

 

設定した搬出スケジュール 

○ 処理目標は３年とした。 

○ 処理先へ搬出できるものは発災直後からでも順次、処理先へ搬出するものとした。 

○ 発災から 30ヵ月後に仮置場からの搬出を終了する計画とした。 

○ 残り６ヶ月で仮置場の現状復旧を行う計画とした。 

 

【搬出量の設定】 

○ 上記で設定した搬出スケジュールに基づき、処理期間 36 ヶ月にわたって毎月均等量を搬出

すると仮定して、組成別（可燃物、不燃物）発生量を搬出期間で除することにより月毎の搬

出量を設定した。また後段で仮置量を算定するために累積搬出量を算定した。 

  

④必要面積の算定③仮置量の算定②搬出量の設定①搬入量の設定

搬入スケジュール（災
害廃棄物の撤去スケ
ジュール）の検討

搬入量の
設定

搬出スケジュールの
検討

搬出量の
設定

仮置量の
算定

必要面積の
算定
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設定した搬出量 

 

巻末図表 11 月別搬出量（可燃物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末図表 12 月別搬出量（不燃物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末図表 13 累積搬出量（可燃物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末図表 14 累積搬出量（不燃物） 
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③ 仮置量の算定 

    
 

【仮置量の算定】 

○ 「①搬入量の設定」及び「②搬出量の設定」で設定した累積搬入量及び累積搬出量から、月

別仮置量を算定した。仮置量は災害廃棄物の種類毎（可燃物、不燃物）に算定した。 

仮置量＝累積搬入量－累積搬出量 

 

算定した仮置量 

 

巻末図表 15 仮置量（可燃物） 

 

 

 

巻末図表 16 仮置量（不燃物） 

 

 

 

 

④必要面積の算定③仮置量の算定②搬出量の設定①搬入量の設定

搬入スケジュール（災
害廃棄物の撤去スケ
ジュール）の検討

搬入量の
設定

搬出スケジュールの
検討

搬出量の
設定

仮置量の
算定

必要面積の
算定
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④ 必要面積の算定 

   
 

【必要面積の算定】 

○ 「③仮置量の算定」で設定した仮置量をもとに、冒頭で示した推計式により必要面積を算定

した。必要面積は災害廃棄物の種類毎に算定し、種類毎の必要面積を合算することで全体の

必要面積とした。 

○ 迅速な災害廃棄物対応のためには最大面積を事前に確保しておくことが重要であるが、平時

や発災直後から最大面積を確保しておくことが困難な場合は、月毎の必要面積の算定値を参

考に段階的に確保していく。 

 

巻末図表 17 月別の仮置場の必要面積の推移（可燃物） 

 

 

 

巻末図表 18 月別の仮置場の必要面積の推移（不燃物） 

 

 

④必要面積の算定③仮置量の算定②搬出量の設定①搬入量の設定

搬入スケジュール（災
害廃棄物の撤去スケ
ジュール）の検討

搬入量の
設定

搬出スケジュールの
検討

搬出量の
設定

仮置量の
算定

必要面積の
算定
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資料４ 仮置場候補地リスト整理フォーマット 

 １ 能生地域 布引グラウンド 
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  ２ 能生地域 能生球場 
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 ３ 能生地域 磯部海浜広場 
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 ４ 糸魚川地域 西海農村公園 
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 ５ 糸魚川地域 上早川農村公園 
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 ６ 糸魚川地域 美山多目的グラウンド 
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 ７ 糸魚川地域 美山球場 
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 ８ 糸魚川地域 美山公園駐車場 第一・第二駐車場 考古館駐車場 
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 ９ 糸魚川地域 下早川運動広場 
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 10 糸魚川地域 小滝運動広場 
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 11 糸魚川地域 今井運動広場 
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 12 糸魚川地域 上早川運動広場 
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 13 糸魚川地域 浦本運動広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料 4-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料 4-27 

 14 糸魚川地域 奴奈川公園 
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 15 青海地域 青海総合グラウンド 
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 16 青海地域 須沢公園 
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 17 青海地域 角地公園 
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資料５ 災害廃棄物関係補助金 

 

巻末図表 19 災害等廃棄物処理事業費補助金 

 

１．目的 

暴風、洪水、高潮、地震、台風等その他の異常な天然現象による被災及び海岸保全区域外の海

岸への大量の廃棄物の漂着被害に伴い、市町村等が実施する災害等廃棄物の処理に係る費用に

ついて、「災害等廃棄物処理事業費補助金」により被災市町村を財政的に支援することを目的。

（タイトルの「等」は災害起因以外の漂着被害を指す。） 

 

２．事業主体 

市町村（一部事務組合、広域連合、特別区を含む） 

 

３．対象事業 

○ 市町村が災害（暴風、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な天然現象により生ずる災害）

その他の事由（災害に起因しないが、海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第３条に定める

海岸保全区域以外の海岸における大量の廃棄物の漂着被害）のために実施した生活環境の

保全上特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業。 

○ 災害に伴って便槽に流入した汚水の収集、運搬及び処分に係る事業。 

○ 特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等のし尿の収集、運搬及び処分に係る事業であっ

て災害救助法（昭和 22年法律第 118号）に基づく避難所の開設期間内のもの。 

 

【災害等廃棄物処理事業の業務フロー】 

 

 

４．要件 

事業費総額が指定市で 80万円以上、市町村で 40万円以上であること 
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５．補助率 

１／２ 

各年度の補助対象事業に係る「実支出額」と各年度の「総事業費」から「寄付金・その他

収入額」を差し引いた金額とを比較していずれか少ない方の額が国庫補助対象事業費とな

る。 

「実支出額」 

－「寄付金・その他収入」 いずれか安価 ＝ 国庫補助対象事業費 

「総事業費」 

1,000円未満切り捨て 

 

６．その他 

本補助金の補助うら分に対し、８割を限度として特別交付税の措置がなされ、実質的な市町

村等の負担は 1 割程度となる。 

 

【総事業費と補助金額、特別交付税措置の負担割合のイメージ】 

 

※「補助率１／２、補助うら８割」は国庫補助対象事業費を１００としてのものである。 

出典：「災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）」（平成 26年 6月） 

   「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（平成 30 年３月、環境省東北地方環境事務所・関東地方環境事務

所） 
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巻末図表 20 廃棄物処理施設災害復旧事業 

 

１．目的 

災害により被害を受けた廃棄物処理施設を原形に復旧すること及び応急復旧する。 

 

２．事業主体 

地方公共団体（都道府県、市町村、特別区、一部事務組合。広域連合を含む）、廃棄物処理セ

ンター・PFI 選定事業者・広域臨海環境整備センター、日本環境安全事業株式会社※産業廃棄

物処理施設、PCB 廃棄物処理施設の被害にあっては環境省環境再生・資源循環局環境再生施設

整備担当参事官付ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室、広域廃棄物埋立処分場の被害にあっ

ては同企画課において実地調査等を担当する。 

 

３．対象事業 

災害により被害を受けた廃棄物処理施設を原形に復旧すること及び応急復旧事業。 

 

４．補助率 

１／２ 

各年度の補助対象事業に係る「実支出額」と各年度の「総事業費」から「寄付金・その他

収入額」を差し引いた金額と比較していずれか少ない方の額が国庫補助対象事業費となる。 

 

「実支出額」 

－「寄付金・その他収入」 いずれか安価 ＝ 国庫補助対象事業費 

「総事業費」 

1,000 円未満切り捨て 

 

５．その他 

地方負担分に対して起債措置がなされた場合、元利償環金について普通交付税措置（元利償

還金の 47.5％（財政力補正により 85.5％まで）） 

出典：「災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）」（平成 26年 6月） 

   「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（平成 30 年３月、環境省東北地方環境事務所・関東地方環境事務

所） 
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巻末図表 21 災害廃棄物処理事業フロー図 

 

 

 

 

 

出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（令和３年１月） 

   （令和３年１月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課） 
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巻末図表 22 災害廃棄物処理事業災害範囲整理表 
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出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（令和３年１月） 

   （令和３年１月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課） 
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巻末図表 23 災害等廃棄物処理事業費補助金 補助対象内外早見表 
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出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（令和３年１月） 

   （令和３年１月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課） 
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